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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号

東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京

都
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
七
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
六
百
八
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
三
千
七
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
千
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の

一
万
十
二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
五
百
六
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
」
を

「
一
万
分
の
一
万
六
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
九

千
六
百
七
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
五
千
」
に
改
め
、
同
項
第
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六
号
中
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
六
十
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
百
九
十

九
」
を
「
一
万
分
の
六
千
八
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
五
千
七
百
八
十
五
」

を
「
一
万
分
の
五
千
五
百
六
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
」
を
「
一
万
分
の
九
千
」
に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
四
千
八
百
九
十
五
」
を
「
一
万
分
の
四
千
六
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
、

同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五
十
」
を
「
一
万
分
の
四
千
七
百
二
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の

六
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
六
千
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
工
業
用
水
道
事
業
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
調
整
担
当
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
。
」

を
加
え
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
対
象
と
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
至
急

に
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
当
該
事
案
の
審
査
を
行
う
文
書
主
任
又
は
文
書
取
扱
主

任
が
出
張
又
は
休
暇
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
課
長
が
文
書
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
係
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
に
審
査
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
二
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
支
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
一
条
第
一
号
中
「
水
道
及
び
工
業
用
水
道
の
配
水
設
備
」
を
「
水
道
の
配
水
調
整
及
び
旧
工
業
用

水
道
を
含
む
配
水
施
設
」
に
改
め
、
「
及
び
配
水
調
整
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
工
業
用
水
道
」

を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
工
業
用
水
道
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

「
工
業
用
水
道
」
を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
配
水
課
の
項
第
一
号
中
「
及
び
工
業
用
水
道
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
工
業
用
水

道
」
を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
工
業
用
水
道
」
を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改

め
、
「
軽
易
な
」
の
下
に
「
撤
去
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
工
業
用
水
道
」
を
「
旧
工
業
用

水
道
」
に
改
め
、
同
表
給
水
課
の
項
第
二
号
中
「
工
業
用
水
道
」
を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改
め
、

「
道
路
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
工
業
用
水
道
」
を
「
旧
工
業
用
水
道
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
三
号
中
「
収
納
」
を
「
清
算
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
三
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
建
設
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み
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第
一
条
第
一
号
中
「
水
道
施
設
工
事
」
の
下
に
「
及
び
旧
工
業
用
水
道
施
設
撤
去
工
事
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
浄
水
管
理
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
一
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
の
表
技
術
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

浄
水
場
運
営
業
務
に
係
る
委
託
会
社
の
技
術
上
の
指
導
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
五
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
処
務
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
三
条
の
表
調
整
部
の
部
業
務
指
導
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

水
道
の
使
用
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

四

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
等
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
四
号
中
「
水
道
料
金
等
の
徴
収
」
を
「
手
数
料
、
工
費
等
の
収
納
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
表
中
「
営
業
課
」
を
「
庶
務
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
表
営
業
課
の
項
中
「
営
業
課
」
を
「
庶
務
課
」
に
改
め
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、

同
項
第
十
号
中
「
水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
一

号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
を
同
項
第
十
号
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
」
を
削

り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
六
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
五
条
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す

る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
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東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
九
・
〇
」
を

「
一
、
〇
〇
〇
分
の
九
・
三
二
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
三
十
五

・
九
五
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
三
十
六
・
一
二
」
に
、
「
一
、
〇

〇
〇
分
の
三
十
九
・
四
五
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
三
十
九
・
二

八
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
中
「
十
八
・
〇
」
を
「
十
八
・
六
四
」
に
改
め

る
。第

四
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
二
千
九
十
五
円
」
を
「
二
千
百
三

円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
千
八
百
六
十
円
」
を
「
二
千
八

百
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
千
四
百
十
五
円
」
を
「
千
三

百
八
十
九
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
項
の
表
第
四
十
七
条
の
項
中
「
退
職
等
年
金
経

理
、
」
を
「
退
職
等
年
金
経
理
」
に
改
め
、
第
四
十
七
条
の
二
の
項

中
「
千
四
百
十
五
円
」
を
「
千
三
百
八
十
九
円
」
に
、
「
二
百
八
十

六
円
」
を
「
二
百
八
十
一
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
変
更
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
二
号

昭
和
三
十
八
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号
（
東
京
都
職

員
共
済
組
合
の
所
属
所
、
所
属
所
長
及
び
委
任
事
務
等
の
決
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

別
表
第
一
中

「
子
供
政
策
連
携
室

子
供
政
策
連
携
室
長
」
を

「
子
供
政
策
連
携
室

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際

金
融
都
市
戦
略
室

子
供
政
策
連
携
室
長

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際

金
融
都
市
戦
略
室
長

」
に
、

「
福

祉

保

健

局

福
祉
保
健
局
長
」
を

「
福

祉

局

保

健

医

療

局

福

祉

局

長

保
健
医
療
局
長
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
、
福
祉
保
健
局
の
項
に
係
る
部
分
は
、
同

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京

都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の

二
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
「
第

八
条
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削

る
。第

十
一
条
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
六
項

及
び
第
七
項
第
四
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
再
任
用
職
員
」
を

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
再
任
用
職
員
」
を

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
「
任
期
の
更
新
を

し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
六
十
年
」
を
「
六
十
五
年
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
」
の
下
に

「
。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

理
事
長
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
を
し
た
組

合
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」

と
い
う
。
）
を
、
定
年
条
例
第
十
三
条
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

例
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
定
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年
退
職
日
相
当
日
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時

勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種

の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
年
退
職
日
を

い
う
。
）
を
経
過
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
を
「定

年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
条
中
「
六
十
五

年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

六
十
一
年

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

六
十
二
年

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

六
十
三
年

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

六
十
四
年

（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
）

第
三
条

理
事
長
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る

職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及

び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年

齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き

年
度
」
と
い
う
。
）
（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を

行
う
べ
き
年
度
に
職
員
で
な
か
っ
た
者
で
、
当
該
情
報
の
提
供
及

び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
後
に
採
用
さ
れ

た
職
員
（
異
動
等
に
よ
り
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認

を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
末
日
経
過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属

す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
、
末
日
経
過
職
員
に
あ
っ
て
は
当

該
職
員
の
異
動
等
の
日
が
属
す
る
年
度
（
当
該
日
が
年
度
の
初
日

で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
）
）
に
お
い
て
、
当
該
職

員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用

さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に

お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

理
事
長
は
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け
る

最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
五

年
到
達
年
度
末
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
組
合
職
員
で

あ
っ
て
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改

正
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
。
以
下
「
旧

定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
（
以
下
「
旧

定
年
条
例
定
年
」
と
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
令
和
四

年
改
正
定
年
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
新
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
理
事
長
は
、
年
齢
六

十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
令
和

四
年
改
正
定
年
条
例
に
お
い
て
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
（
第
三

十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
新
定
年
条
例
附
則
第
三
条
第

二
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
年
齢
六
十
五
年

到
達
年
度
末
日
ま
で
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
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更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

暫
定
再
任
用
職
員
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
更
新
は
、
当
該
暫

定
再
任
用
職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任
期
に
お
け
る
勤
務
実
績
が

良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

理
事
長
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
五
条

理
事
長
は
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
の
施
行
日
前
に
退

職
し
た
組
合
職
員
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま

で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る

も
の
を
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
の
適
用

を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期

を
定
め
、
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
理
事
長
は
、
年
齢
六

十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
令
和

四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
条
例
定

年
相
当
年
齢
（
以
下
「
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
」
と
い
う
。
）
に

達
し
て
い
る
も
の
を
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
四
条
第

二
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
任
期
を
定
め
、
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

理
事
長
は
、
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年

四
月
一
日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
第
三
十
七

条
の
二
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
を
、
第
三
十
七
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
基

準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に

達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
、
昇
任
し
、
降

任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
等
の
特
例
）

第
七
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
み
な
し
て
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
共
済
組

合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
職
員
規
程
」
と
い

う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用

す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
）

第
八
条

暫
定
再
任
用
職
員
の
う
ち
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
さ
れ

た
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改

正
後
の
職
員
規
程
第
二
十
三
条
の
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
別
記
第
八
号
様
式
に

よ
る
職
員
カ
ー
ド
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東

京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
項
第
一
号
中

「
四
月
か
ら
九
月
ま
で

午
前
八
時
か
ら
二
時
間
単
位
と
し
て

午
後
六
時
ま
で

十
月
か
ら
三
月
ま
で

午
前
九
時
か
ら
二
時
間
単
位
と
し
て

午
後
五
時
ま
で

」
を

「
午
前
九
時
か
ら
二
時
間
単
位
と
し
て

午
後
五
時
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
四
月
か
ら
九
月
ま
で

午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

十
月
か
ら
三
月
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
」

を
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
()甲
()表
中
「第

１
号
様
式
() 甲
() 表

」
を

「別
記

様
式
第
１
号
() 甲
() 表

」
に
改
め
、
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「６

利
用
時
間
は
、
次
の
と
お
り
で
す
（
２
時
間
単
位
で
、

複
数
単
位
の
申
込
可
）
。

・
夏
季
（
４
月
～
１０月

）
午
前
８
時
～
午
後
６
時

・
冬
季
（
１０月

～
３
月
）
午
前
９
時
～
午
後
６
時

」
を

「６
利
用
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す

（
２
時
間
単
位
で
、
複
数
単
位
の
申
込
可
）
。

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
様
式
別
記
第
一
号
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
職
員
共

済
組
合
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
一

第
三
号
に
規
定
す
る
保
険
料
以
外
の
保
険
料

十
二

研
修
、
研
究
会
及
び
セ
ミ
ナ
ー
の
受
講
料

十
三

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
購
入
に
係
る
費
用

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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